
健康な食生活は生協にお任せください!! 2026年度版

食育ミールプラン
新規お申込のご案内

お申込期日は４月１０日（金）！！

就実生活協同組合
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食育ミールプラン
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安心の繰り越しサービス

申し込みの際のご注意

利用開始日の4月8日（火）から利用するには4月7日(日)までにお申し込みが必要です。
それ以降のお申込みについては、お支払い完了日の翌日(または翌々日)から利用可能です。
食育ミールプランのご利用には、生協加入が必要です。

ご利用履歴をWebで確認！
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スマートフォンやパソコンから前日までの利用履歴をご覧いただけます。また、生協電子マネーの利用
金額やカード残高もご確認いただけます。親子で食のことや大学生活について話すきっかけにも！

＜利用履歴は利用開始日翌日から確認できます＞
閲覧には組合員アカウントが必要です。
【マイページURL】
https://vsign.jp/shujitsu/maruco/mypage

※組合員アカウント未作成、またはログイン
していない場合は「新規作成」もしくは
「ログイン」を選択してください。

いつ何を食べたか
それぞれの栄養バランスやカロリーをチェック

１か月の食事回数の記録や
栄養バランスの平均値も分かる！

学事等の都合により購入金額まで使えなくても安心のサービス！
1年間（27年1月末まで）の利用金額が購入金額に満たない場合、次年度に繰り越しできます。

【詳細は6ページの約款をご確認ください】



Ｖ館 １階 ベーカリーカフェ

調理パンや菓子パン、サンドイッチなど毎日約25種類の
自家製パン類を提供するカフェ

Ｂ館 ２階 デリ・カフェ

生協オリジナルの弁当を販売しているテイクアウトのお店。

V館 地下１階 カフェテリア食堂

カフェテリア形式で、メニューは週替わりで提供。
１日のメニュー数は、60〜70種類！

毎月様々なフェアを行っています。

Ｖ館 １階 ショップ

生協食堂製の就実生協オリジナル弁当・サラダを販売。
弁当とサラダのメニューは週替わりです。

大学生活の４(または6)年間は「大人」になるための準備期間です。

学ぶことはまず「食べる」ことから始まります。

就実生協は、食べることのおいしさ、楽しさを広げ、その中で規則正しい食生活

が継続できるよう、サポートします。

＜営業時間 ＞

11:00〜13:30

＜営業時間 ＞

11:00～13:30

＜営業時間 ＞

11:00〜13:30

＜営業時間 ＞

8:30〜17:00

生協で食べるって、おいしいし、楽しい!
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生協食堂は食に関する情報がたくさん！
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「食べ方提案」や卓上メモで「食の自立」をサポート

毎週のメニューの中からおすすめの
組み合わせを提案しています。旬の
野菜についての情報も載っています。

レシートにも摂取した塩分と栄養
価やその日の食育ミールプランの
累計利用額が掲載されています。

レシートも
捨てずに
Check！

食育ミールプランのシステムは、単に食費を確保するだけの仕組みではありません。食育ミールを活用しなが
ら、健康的な食生活を学び、実践するツールです。大学生のうちに「食の大切さ」を考え、病気になりにくい
良い食べ方を習得していきましょう。そのためにも、栄養バランスを自分でしっかりチェックしましょう。

メニューカードには食に関する情報が満載！

野菜量

V館地下食堂は、カフェテリアスタイルの食堂です。「定食」は
ありません。メニュー選びのお手本は、「食べ方提案」でお知ら
せしています。レシートにも選んだメニューの栄養表示がされる
ので、自分自身で確認をすることができます。

1日の
摂取量の
目安

・３群点数法
赤 ６点、緑 ３点、黄 ２４点（女性１５点）

・塩分 男性９g未満、女性7.5g未満
・エネルギー量 男性2650kcal、女性1950kcal
・野菜量 350g以上

3群点数法

エネルギー量

アレルギー表示動物マーク

栄養バランスのとれた食事の方法な
どのアドバイスを卓上メモで行なっ
ています。
食材に含まれる栄養素にどのような
効果があるのかといったことも紹介
しています。

卓上メモや食べ方提案を参考にしな
がら、上手なメニュー選びをマス
ターしていきましょう。

赤
体や筋肉・血を
つくる働きをする

緑
体の動きを

円滑にする

黄
エネルギー

源になる



食育ミールプラン利用約款
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食育ミールプランをお申し込みいただく際には、下記の約款をご一読ください。
下記の約款にご理解いただいた上でのお申し込みとなります。

第１条（ミール機能の定義）
IC機能を有する組合員証（以下「ICカード」という）において、

生協が指定した期間及び指定した１日当たりの利用限度額の範囲内

で、生協が指定する食堂等の店舗（以下「指定店舗」という）及び
ICカード対応機器で食事等を利用することができる機能をミール機
能といいます。ミール機能は申込者本人の健康増進、食生活習慣の

形成等を目的としています。

第２条（ミール機能の契約・利用）

１．生協組合員は、この規則に合意の上、生協が定める所定の手
続きをすることによって契約が成立し、ミール機能を利用す
ることができます。

２．申込者は、一括払いにてその利用料金を支払うことができま
す。

３．申込締切日を過ぎてのお申し込みは受け付け致しません。

４．ICカードによるミール機能は、申し込んだ生協組合員ご本人
が食事されるもののみが利用できるものとし、当該機能を第
三者へ貸与または譲渡することはできません。また、他人の

食事への利用（いわゆるおごり）はできません。

第３条（ミール機能の適用範囲・利用限度額等）

１．生協は、ミール機能の利用期間、１日当たりの利用限度額、
ミール機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミール
機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示すると

ともに必要に応じてミール機能申し込み者へ通知します。
２．ミール機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の

有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

３．利用店舗は、V館地下１階カフェテリア食堂、V館１階ベーカ
リーカフェ、B館２階デリ・カフェ、およびV館１階ショップ
にてご利用いただけます。

４．V館地下１階カフェテリア食堂、V館１階ベーカリーカフェ、
B館２階デリ・カフェで提供している商品は全てご利用いただ
けます。V館１階ショップでは、生協内製弁当のみご利用い

ただけます。ただし以下の場合につきましては、利用制限が
あります。

（１）デザート・ドリンクメニューの利用（V館１階ｼｮｯﾌﾟ除く）

食堂・カフェで提供するデザートメニュー（ケーキ・シュー
クリーム・ソフトクリーム・パフェ・カップデザート類を含
む）・ドリンクメニューについては単独でのご利用が可能で

す。ただし、デザートメニュー・ドリンクメニューの大量購
入は、バランス良くご利用していただくというミールプラン
の食育理念に反するため、１回の利用につき、１点までとさ

せていただきます。
（２）弁当

生協内製弁当に限り、１回につき１点まで利用することが

できます。飲料の同時利用については１点のみとします。た
だし、V館１階ショップでは、飲料のみのご利用はできませ
ん。

第４条（ミール機能が利用できない場合）
ミール機能の利用を申し込んだ生協組合員は、次の場合にミール

機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
１．指定店舗が営業していない場合
２．生協がミール機能で利用できないものとしている商品または

サービスの利用の場合
３．生協が定めた、ミール機能が利用できる期間以外の営業日の

利用の場合

４. 生協が定めた、１日当たりの利用限度額を超えた場合
（超えた金額は、現金または生協電子マネーで支払うことが
出来ます）

５．ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故
障・停電等により、ICカードを保有または利用することがで
きない場合

６．予測できない天災や大学内の停電等により、やむを得ず営業
が不可能になった場合

第５条（返品の禁止）
ミール機能を利用して購入した食事等の商品の返品については、

生協に責任がある場合以外は受け付けないものとします。

第６条(継続申込・繰り越し)
１．本年度のミール機能利用期間終了後の、ミール機能累計利用

金額が、食育ミールプラン購入金額を下回った場合は、その
差額分（以下、「繰越金」という）を、次年度の食育ミール
プラン購入金額に充当することができるものとします。

２．食育ミールプラン購入金額は700円コースの場合76,000円、
850円コースの場合98,000円です。夏休みオプション付きを
お申し込みの場合、食育ミールプラン購入金額は700円コー

スの場合86,000円、850円コースの場合108,000円です。
３．次年度にミール機能の継続申し込みを行わない場合、繰越金

から事務手数料1,000円＋税を差し引いた金額を返金するこ

ととします。返金は、生協電子マネーに入金することで返金
することとします。

４．卒業時には、繰越金から事務手数料1,000円＋税を差し引い

た金額を、生協加入出資金と合わせて返金します。

第７条（契約内容の解除・解約）

１．次の場合は契約が解除となります。
（１）契約者が就実生活協同組合の組合員資格を失った場合。
（２）第2条の第4項に定める不正利用が判明した場合。

２．ミール機能を利用する生協組合員が、ミール機能の利用期間
中において中途退学、休学、留学、傷病での長期入院など
（大学休暇中の帰省等を除く）の事由により１カ月を超える

期間にわたって大学への通学ができなくなった場合は、当該
組合員からの事前または事後の申請を受けて生協が承認した
場合にのみ、途中解約を受け付け、ミール機能累計利用金額

が購入金額を下回る場合は、その差額分を返金するものとし
ます。返金は原則として申込者の父母等（組合員の父母もし
くは生計維持者）の銀行口座等への振込にて行います。ただ

し振込にかかる振込手数料は差し引いて返金します。
３．ミール機能の利用を申し込む生協組合員は、前項以外におけ

る途中解約はできないということをあらかじめ承諾するもの

とします。
４．この契約を期間中で解除、解約した場合、同じ期間内で再度

お申込を行うことは出来ないものとします。

第８条（利用時のICカード不携帯）
精算時にICカードを不携帯の場合には、現金にてお支払いくださ

い。後日ICカードをご持参されての再清算（ICカードでの清算のや
り直し）はできません。

第９条（本約款の変更・廃止）
１．生協は、食育ミールプランの充実・合理化、利用者の便宜向

上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な

実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止するこ
とができます。

２．前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の

本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・
廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、
利用者への周知を図ります。

①店舗での掲示
３．本約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。

以上

食育ミールプラン利用約款 ２０２６年度 （就実生活協同組合）
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